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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成26年7月31日(2014.7.31)

【公開番号】特開2012-82402(P2012-82402A)
【公開日】平成24年4月26日(2012.4.26)
【年通号数】公開・登録公報2012-017
【出願番号】特願2011-199043(P2011-199043)
【国際特許分類】
   Ｃ１１Ｂ   5/00     (2006.01)
   Ａ２３Ｄ   9/04     (2006.01)
   Ｃ１１Ｃ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１１Ｂ   5/00    　　　　
   Ａ２３Ｄ   9/04    　　　　
   Ｃ１１Ｃ   3/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月17日(2014.6.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（１）次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）グリセリンの平均重合度が２０以上であるポリグリセリン脂肪酸エステル
（Ｂ）ジアシルグリセロール　２０質量％以上
を含有する油脂組成物。
【請求項２】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルの水酸基価が８０ｍｇ－ＫＯＨ／ｇ以下である、請求項
１記載の油脂組成物。
【請求項３】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルの水酸基価が５～３０ｍｇ－ＫＯＨ／ｇである、請求項
１記載の油脂組成物。
【請求項４】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルの水酸基価が５～２０ｍｇ－ＫＯＨ／ｇである、請求項
１記載の油脂組成物。
【請求項５】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸が、以下の（ａ－１）、（ａ－２）及
び（ａ－３）を満たすものである、請求項１～４のいずれか１項記載の油脂組成物。
（ａ－１）炭素数１６以上の飽和脂肪酸が２０～８０質量％
（ａ－２）炭素数１４以下の飽和脂肪酸が０～８０質量％
（ａ－３）炭素数１６以上の不飽和脂肪酸が０～８０質量％
【請求項６】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸が、以下の（ａ－１）、（ａ－２）及
び（ａ－３）を満たすものである、請求項１～４のいずれか１項記載の油脂組成物。
（ａ－１）炭素数１６以上の飽和脂肪酸が２０～８０質量％
（ａ－２）炭素数１４以下の飽和脂肪酸が０～４０質量％
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（ａ－３）炭素数１６以上の不飽和脂肪酸が０～８０質量％
【請求項７】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸が、以下の（ａ－１）、（ａ－２）及
び（ａ－３）を満たすものである、請求項１～４のいずれか１項記載の油脂組成物。
（ａ－１）炭素数１６以上の飽和脂肪酸が２０～８０質量％
（ａ－２）炭素数１４以下の飽和脂肪酸が０～３８質量％
（ａ－３）炭素数１６以上の不飽和脂肪酸が０～７０質量％
【請求項８】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸が、以下の（ａ－１）、（ａ－２）及
び（ａ－３）を満たすものである、請求項１～４のいずれか１項記載の油脂組成物。
（ａ－１）炭素数１６以上の飽和脂肪酸が２０～７０質量％
（ａ－２）炭素数１４以下の飽和脂肪酸が１０～３８質量％
（ａ－３）炭素数１６以上の不飽和脂肪酸が０～６０質量％
【請求項９】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸が、以下の（ａ－１）、（ａ－２）及
び（ａ－３）を満たすものである、請求項１～４のいずれか１項記載の油脂組成物。
（ａ－１）炭素数１６以上の飽和脂肪酸が２０～６０質量％
（ａ－２）炭素数１４以下の飽和脂肪酸が１０～３８質量％
（ａ－３）炭素数１６以上の不飽和脂肪酸が２０～６０質量％
【請求項１０】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルを構成する脂肪酸が、以下の（ａ－１）、（ａ－２）及
び（ａ－３）を満たすものである、請求項１～４のいずれか１項記載の油脂組成物。
（ａ－１）炭素数１６以上の飽和脂肪酸が３０～４５質量％
（ａ－２）炭素数１４以下の飽和脂肪酸が２０～３５質量％
（ａ－３）炭素数１６以上の不飽和脂肪酸が２５～４０質量％
【請求項１１】
　ジアシルグリセロールを構成する脂肪酸の３０～９０質量％がオレイン酸である、請求
項１～１０のいずれか１項記載の油脂組成物。
【請求項１２】
　ジアシルグリセロールを構成する脂肪酸の６０～７５質量％がオレイン酸である、請求
項１～１０のいずれか１項記載の油脂組成物。
【請求項１３】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルの油脂組成物中の含有量が０．００１～５質量％である
、請求項１～１２のいずれか１項記載の油脂組成物。
【請求項１４】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルの油脂組成物中の含有量が０．０１～１質量％である、
請求項１～１２のいずれか１項記載の油脂組成物。
【請求項１５】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリンの平均重合度が２０～４５である、請求項
１～１４のいずれか１項記載の油脂組成物。
【請求項１６】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリンの平均重合度が２５～４５である、請求項
１～１４のいずれか１項記載の油脂組成物。
【請求項１７】
　ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリンの平均重合度が３１～４５である、請求項
１～１４のいずれか１項記載の油脂組成物。
【請求項１８】
　ジアシルグリセロールの油脂組成物中の含有量が２０～９９．５質量％である、請求項
１～１７のいずれか１項記載の油脂組成物。
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